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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露光量の異なる複数の画像を群として繰り返し撮像する撮像手段と、
　前記複数の画像の特徴量に基づいて基準画像を決定する基準画像決定手段と、
　前記基準画像を基準として、前記複数の画像のうちの前記基準画像以外の画像に幾何変
形処理を施す画像変形手段と、
　前記画像変形手段により変形された画像と前記基準画像を合成する合成手段と、を備え
、
　前記基準画像決定手段は、前記露光量の異なる複数の画像を撮像する順序を入れ替える
ことによって、前記基準画像の切り替えを行うことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記特徴量は、画像中の所定値以上の信号レベルである白とび領域および所定値以下の
信号レベルである黒つぶれ領域の大きさであることを特徴とする請求項１に記載の撮像装
置。
【請求項３】
　前記基準画像決定手段は、前記複数の画像のうち、前記白とび領域または前記黒つぶれ
領域が画像中に占める割合が相対的に小さい画像を前記基準画像として決定することを特
徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記特徴量は、画像中に存在する動体の大きさまたは動きぼけの量であることを特徴と
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する請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記基準画像決定手段は、前記動体の大きさが所定の大きさより大きい場合には、前記
複数の画像のうち、前記動体の画像を幾何変形せずに用いる画像を前記基準画像として決
定することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記基準画像決定手段は、前記動体の動きぼけの量が所定の量よりも大きい場合には、
前記複数の画像のうち、露光時間の相対的に短い画像を基準画像として決定することを特
徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記基準画像を基準として、前記複数の画像間のぶれに基づく前記基準画像以外の前記
複数の画像の変形量を算出する変形量算出手段と、
　算出された変形量を用いて画像のぶれを補正するためのぶれ補正量を算出する補正量算
出手段と、をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の撮像
装置。
【請求項８】
　前記基準画像決定手段は、画像を合成する場合の基準画像およびぶれ補正の基準画像を
決定することを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記合成手段は、前記複数の画像を合成することで前記複数の画像それぞれのダイナミ
ックレンジより広いダイナミックレンジの合成画像を生成することを特徴とする請求項１
乃至８のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　露光量の異なる複数の画像を群として繰り返し撮像する撮像手段を有する撮像装置の制
御方法であって、
　前記複数の画像の特徴量に基づいて基準画像を決定する基準画像決定ステップと、
　前記基準画像を基準として、前記複数の画像のうちの前記基準画像以外の画像に幾何変
形処理を施す画像変形ステップと、
　前記画像変形ステップにて変形された画像と前記基準画像を合成する合成ステップと、
を備え、
　前記基準画像決定ステップでは、前記露光量の異なる複数の画像を撮像する順序を入れ
替えることによって、前記基準画像の切り替えを行うことを特徴とする撮像装置の制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の画像から広ダイナミックレンジ画像を生成する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置を用いて撮影を行う際に、
明度差の大きなシーンを撮影すると明部では白とびが、暗部では黒つぶれが発生すること
がある。このような白とびや黒つぶれの補正方法として、露光量の異なる複数枚の画像を
撮影し、それぞれの画像中に存在する白とびの無い領域と黒つぶれの無い領域を合成する
ことで、明部や暗部が適切に再現された広ダイナミックレンジ画像を生成する手法がある
。ここで、例えば入力画像が動画像の場合には低露光画像と高露光画像を１フレーム毎に
交互に撮影し、その低露光画像と高露光画像を一つの組として広ダイナミックレンジ画像
を生成することで広ダイナミックレンジ動画像を生成する。このとき、上述の低露光画像
と高露光画像との間には撮影中の撮像装置の動きによる位置ずれが生じているため、合成
処理の前に予め画像間の位置合わせを行う必要がある。
【０００３】
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　特許文献１に記載の撮像装置は、低露光画像と高露光画像との間の位置ずれを判定して
幾何変形処理により位置合わせを行っている。また、特許文献２に記載の撮像装置では、
低露光画像と高露光画像に生じているのが手ぶれによる位置ずれなのか、動きぼけなのか
を判定して補正手法を切り替えるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－７３３６号公報
【特許文献２】特開２００３－１４３４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の特許文献１及び２は共に位置合わせの際にどちらの画像に幾何変
形処理を施せば良いのかについては考慮されていない。
【０００６】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、低露光画像と高露光
画像を合成して広ダイナミックレンジ画像を生成する場合にどちらの画像を基準画像とす
るかを適切に決定できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係わる撮像装置は、露光量の異なる複数の画像を群として繰り返し撮像する撮
像手段と、前記複数の画像の特徴量に基づいて基準画像を決定する基準画像決定手段と、
前記基準画像を基準として、前記複数の画像のうちの前記基準画像以外の画像に幾何変形
処理を施す画像変形手段と、前記画像変形手段により変形された画像と前記基準画像を合
成する合成手段と、を備え、前記基準画像決定手段は、前記露光量の異なる複数の画像を
撮像する順序を入れ替えることによって、前記基準画像の切り替えを行うことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、低露光画像と高露光画像を合成して広ダイナミックレンジ画像を生成
する場合にどちらの画像を基準画像とするかを適切に決定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる撮像装置の構成を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態の撮像装置の動作を示すフローチャート。
【図３】低露光画像および高露光画像の概要図。
【図４】画素値ヒストグラムを示す図。
【図５】差分画像による動物体領域の抽出を示す図。
【図６】動きぼけの概要図。
【図７】注目被写体の概要図。
【図８】広ダイナミックレンジ画像生成における基準画像を示す図。
【図９】基準画像の切り替え方法の概要図。
【図１０】画像合成の概要図。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係わる撮像装置の構成を示すブロック図。
【図１２】第２の実施形態の撮像装置の動作を示すフローチャート。
【図１３】防振処理における基準画像を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】



(4) JP 5882702 B2 2016.3.9

10

20

30

40

50

　広ダイナミックレンジ画像の生成では白とびや黒つぶれのような、どちらか一方の画像
にしかテクスチャが存在しない領域については画素値の合成ではなく、テクスチャが存在
している方の画像をそのまま置き替えて使用することになる。そして例えば画像中に占め
る白とびや黒つぶれの面積や動物体の状態といった撮影シーンの違いによって低露光画像
を幾何変形するか、もしくは高露光画像を幾何変形して位置合わせを行う。従って、画像
中に占める白とびや黒つぶれの面積や動物体の状態といった撮影シーンの違いによって生
成される広ダイナミックレンジ画像の画質に差が生じる。広ダイナミックレンジ画像に使
用される（置き替える）領域の面積が大きい方の画像に対して幾何変形処理を施してしま
うと、生成された広ダイナミックレンジ画像において、置き替えられた領域の幾何変形に
よる画質の劣化が顕著になる。そのため、置き替える面積の小さい方の画像を幾何変形し
て合成した場合と比較して画質が悪くなる。さらに、動画像に対する広ダイナミックレン
ジ画像生成においては、撮影中にシーンの状況がダイナミックに変化するため、それに応
じてどちらの画像を基準画像として基準画像以外の画像に対して幾何変形を行うべきかに
ついても変化する。そこで、本実施形態では、画像の性質によって位置ずれ補正の基準と
なる基準画像を切り換える。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる撮像装置の構成を示す図である。図１におい
て、１０１は被写体像を結像させる光学系であり、１０２は光学系１０１により結像され
た被写体像を光電変換するＣＣＤセンサやＣＭＯＳセンサ等の撮像素子である。１０３は
撮像素子１０２から出力される電気信号から映像信号を形成するカメラ信号処理回路であ
る。カメラ信号処理回路１０３は、不図示のＡ／Ｄ変換回路、オートゲイン制御回路（Ａ
ＧＣ）、オートホワイトバランス回路を含み、デジタル信号を形成する。撮像素子１０２
及びカメラ信号処理回路１０３により、画像の取得を行う撮像系が構成される。
【００１３】
　１０４は、カメラ信号処理回路１０３により形成された映像信号の１フレーム又は複数
のフレーム画像を一時的に記憶保持するメモリである。１０５は撮影条件制御回路であり
、基準画像決定回路１０７から得られる基準画像情報に基づいて撮影条件を変更する。１
０６は画像解析回路であり、入力された画像に対して例えば白とびや黒つぶれの量等（画
像の特徴量）を解析する。１０７は基準画像決定回路であり、画像解析回路１０６から得
られる解析結果に応じて合成用画像の位置合わせの際に行う画像幾何変形の基準画像を決
定する。１０８は動きベクトル検出回路であり、時間的に隔たりのある２枚の合成用画像
における複数の座標位置に対しての移動量を検出する。１０９は画像変形量算出回路であ
り、動きベクトル検出回路１０８によって検出された動きベクトルに基づいて、合成用画
像間のずれ量を画像変形量として算出する。１１０は画像変形回路であり、基準画像決定
回路１０７によって決定された基準画像に基づいて、画像変形量算出回路１０９で算出さ
れた画像変形量を用いて画像間の位置合わせを行うための画像幾何変形処理を行う。１１
１は画像合成回路であり、画像変形回路１１０において位置合わせが行われた複数枚の合
成用画像を用いて画像合成を行うことで広ダイナミックレンジ画像を生成する。
【００１４】
　以上のように構成された撮像装置の動作を図２に示すフローチャートを用いて説明する
。図２において、ステップＳ２０１では、光学系１０１によって形成された被写体像を撮
像素子１０２において、被写体輝度に応じたアナログ信号として出力し、カメラ信号処理
回路１０３の処理を施すことで映像信号を生成させる。カメラ信号処理回路１０３は、不
図示のＡ／Ｄ変換回路によってアナログ信号を、例えば１２ビットのデジタル信号に変換
する。さらに、不図示のＡＧＣ及びＡＷＢによって信号レベル補正や白レベル補正が行わ
れたデジタル映像信号は、メモリ１０４に記憶保持される。本実施形態の撮像装置では、
所定のフレームレートで順次フレーム画像が生成され、メモリ１０４に記憶保持されたフ
レーム画像は画像解析回路１０６及び動きベクトル検出回路１０８に入力される。また、
メモリ１０４において記憶保持されているフレーム画像も順次更新される。
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【００１５】
　ここで、画像合成による広ダイナミックレンジ処理では、露光量の異なる複数枚の画像
が必要となる。したがって、動画撮像中に広ダイナミックレンジ処理を行うためには、少
なくとも２種類以上の露光条件で連続して撮影を行う必要がある。例えば、２枚の画像を
合成して広ダイナミックレンジ画像を生成する場合には、低露光画像と高露光画像の２種
類の画像を交互に撮影することになる。
【００１６】
　ステップＳ２０２では、画像解析回路１０６において入力画像の解析を行い、基準画像
決定回路１０７において合成用画像の位置合わせを行う際の画像幾何変形の基準画像を決
定する。広ダイナミックレンジ画像とは、低露光画像と高露光画像を合成して白とびや黒
つぶれの無い画像を生成するものである。しかしながら、これらの画像は時間的に連続し
て撮影されたものであるため、手ぶれ等の影響により画像間に位置ずれが生じている。そ
のため、位置ずれが生じているままで画像の合成を行ったとしても合成後の画像に２重像
が生じてしまうなどの現象が生じるため良好な広ダイナミックレンジ画像を生成すること
が出来ない。そこで、合成の前に画像に幾何変形処理を施すことで位置ずれを補正しなけ
ればならないが、低露光画像と高露光画像のどちらを基準画像としてもう一方の画像に幾
何変形を施すかを選択する必要がある。
【００１７】
　このとき、幾何変形を行うことにより画素間に隙間が生じた場合にはバイリニアやバイ
キュービック等の手法により画素値の補間を行うことになる。しかしながら、画素値の補
間を行うことにより発生するジャギーやぼけの影響により画質が劣化する。ただし、両方
の画像にテクスチャが存在している領域については、ある定められた割合で両方の画像の
画素値を調合して出力することになるので画質の劣化は目立たず問題とはならない。それ
に対して、例えば白とびや黒つぶれの領域に対しては、テクスチャが存在している方の画
像をそのまま用いて置き換えることになるため、幾何変形による画質の劣化が生成された
広ダイナミックレンジ画像に現れてしまう。したがって、広ダイナミックレンジ画像の画
質劣化を抑えるためには、置き換える領域の大きさや幾何変形の程度を事前に評価して、
どちらの画像を幾何変形の基準画像とするべきかを決定する必要がある。
【００１８】
　ここでは、幾何変形の基準画像の決定方法として、画像解析回路１０６において画像中
のテクスチャ情報を解析する方法について説明する。図３に白とびと黒つぶれの生じてい
る画像の模式図を示す。図３（ａ）は低露光画像であり、図３（ｂ）は低露光画像と同じ
シーンを撮影した高露光画像である。
【００１９】
　図３（ａ）は画像の下部に黒つぶれ領域３０１が、（ｂ）には画像上部に白とび領域３
０２がある。これらの画像を合成する場合には、（ａ）の黒つぶれ領域３０１については
（ｂ）の同じ領域を、（ｂ）の白とび領域３０２については（ａ）の同じ領域を用いて置
き換えを行い、それ以外の領域については両方の画像の画素値を調合する。
【００２０】
　ここで、例えば高露光画像（ｂ）を基準画像として低露光画像（ａ）を幾何変形した場
合を考える。この場合、画面の半分以上を占める領域を幾何変形して置き換えることにな
るため、合成後の画像では画像の大部分を占める領域において幾何変形による画質の劣化
が生じていることになる。それに対して、低露光画像（ａ）を基準画像として高露光画像
（ｂ）を幾何変形すると３０１の領域が幾何変形されて置き換えられることになる。した
がって、３０１と３０２の領域では３０１の方が小さいため、合成後の画像において幾何
変形による画質劣化が生じている領域が小さくなり、前述の場合と比較して画質の劣化を
低減することが出来る。このように、合成用画像の白とびおよび黒つぶれの領域の大きさ
を比較して、合成後の画像に使用される面積の大きい方を基準画像としてもう一方の画像
を幾何変形することで、より画質の劣化の少ない合成用画像を生成することが可能となる
。
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【００２１】
　合成に用いる画像中に存在する白とびや黒つぶれの大きさを判定する方法の一例として
は画素値のヒストグラムを用いる方法がある。図４に合成用画像の画素値ヒストグラムの
一例を示す。図４は横軸が画素値、縦軸が頻度を表しており、ある画素値を持つ画素が画
像中にいくつ存在しているのかを示している。図４において、範囲４０１は暗い画素、つ
まり黒つぶれとみなすことのできる画素値の範囲であり、範囲４０２が白とびとみなすこ
とのできる明るい画素値の画素となる。したがって、例えば画像中の黒つぶれの大きさを
判定するためには、黒つぶれとみなすことのできる画素値の範囲４０１をあらかじめ決め
ておく。そして、その範囲内にある画素数を数えることで画像中に存在する黒つぶれ画素
の数として黒つぶれ領域の大きさを知ることが可能となる。同様に、白とび領域の大きさ
を判定するためには、白とびとみなすことができる画素値の範囲４０２を予め設定してお
き、そこに存在している画素の数を数えることで画像中に存在する白とび領域の大きさを
知ることが可能となる。
【００２２】
　基準画像決定回路１０７では、以上のようにして得られた画像中に存在する白とびと黒
つぶれの領域の大きさに基づいて基準画像を決定する。基準画像を決定するためには、合
成時に置き換えを行う領域の大きさが小さくなるようにする。したがって、低露光画像の
黒つぶれ領域の大きさと高露光画像の白とび領域の大きさを比較して、小さい方の画像を
基準画像としてもう一方の画像に対して幾何変形を施せば良い。
【００２３】
　以上のようにして、画像中の白とびと黒つぶれの領域の大きさを比較して、小さい方の
画像に幾何変形処理を施してから合成を行うことで、より画質の劣化の少ない広ダイナミ
ックレンジ画像を生成することが可能となる。
【００２４】
　ここで、本実施形態では白とび、黒つぶれの大きさを判定するために画素値のヒストグ
ラムを用いる方法について述べたが、特にこれに限定されたものではなく、例えば画像中
の各領域に対する分散値を算出して判定を行うといった他の手法を用いても良い。
【００２５】
　また、基準画像を選択する他の方法としては、画像中の動物体の大きさや動きぼけの量
等から判定する方法がある。合成に用いる画像内に人物や車両などの動物体が存在してい
る場合には、合成用画像の双方にテクスチャが存在していたとしても、画像間での動物体
の位置や形状が異なっているため、画素値を調合して合成を行うと合成後の画像が２重像
となってしまう。そのため、動物体が存在している領域については画素値の調合を行わず
に、合成に用いる画像のいずれかの動物体領域をそのまま置き換えることになる。しかし
ながら、置き換えに用いる画像に対して幾何変形処理を施して合成を行うと動物体の領域
については幾何変形処理による画質の劣化が生じてしまうことになる。これを防ぐために
は、動物体の置き換えを行う方の画像を基準画像として、もう一方の画像に対して幾何変
形を施す必要がある。
【００２６】
　図５に、合成用画像中に動物体が存在している場合の概要図を示す。図５の低露光画像
５０１における動物体が存在する領域５０２は、黒つぶれしているように見える場合であ
ってもテクスチャ情報は常に存在しているため、ゲインアップなどの処理を施すことによ
りどのような状況でも置き換えに使用することが出来る。また、高露光画像５０３におけ
る動物体が存在する領域５０４は、白とびが生じていないのであればノイズが少なく広ダ
イナミックレンジ画像の画質を劣化させることはない。しかしながら、低露光画像上の動
物体領域５０２にはノイズが多いため、合成後の画像において動物体領域のノイズによる
画質の劣化が顕著になってしまう可能性がある。したがって、より良好な広ダイナミック
レンジ画像を得るためには、合成用画像のどちらの画像の動物体領域を置き換えに使用す
るかを適切に選択する必要がある。
【００２７】
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　本実施形態では、動物体の領域を判定する方法として差分画像を用いる方法について説
明する。差分画像を生成するためには、事前に合成に用いる低露光画像５０１と高露光画
像５０３の画素レベルを合わせておく必要がある。そして、画像間の各画素値についての
差分を計算することで、図５の５０４に示すように動きのある領域を画素値の差として抽
出することが可能となり、動物体領域の情報を得ることが出来るようになる。ここで、上
述のように２枚の画像から差分画像を生成した場合には、５０６に示すように抽出される
動物体領域は双方の画像の動物体領域を足し合わせたものとなるため、正確な動物体領域
を得ることはできない。しかしながら、本実施形態のような動画像中の隣接する２画像間
の差分であれば動物体の動きはそれほど大きくはないものとして、動物体領域５０６をそ
れぞれの画像中の動物体領域５０２および５０４と同じ形状であるとみなしても問題は無
い。
【００２８】
　以上のようにして得られた動物体領域の情報を用いて基準画像を決定する方法としては
、動物体領域の大きさを用いるものがある。動物体領域の大きさを知るには、図５の差分
画像５０５でおいて抽出された動物体領域５０６に含まれている画素の数を数えれば良い
。このとき、動物体の大きさが予め定められている閾値よりも大きい場合には合成後の画
像の多くの領域が、どちらか一方の画像の動物体領域で置き換えられることになる。その
ため、置き換える方の画像に対して幾何変形処理を施してしまうと、合成後の画像の多く
の領域において画像変形による画質の劣化が現れることになる。以上のことから、画像中
に大きな動物体が存在している場合には、動物体領域の置き換えを行う画像を基準画像と
することで生成される広ダイナミックレンジ画像の画質の劣化を抑えることができる。
【００２９】
　また、抽出された動物体領域内の白とびおよび黒つぶれの状態を調べることで基準画像
を決定することも可能である。例えば、高露光画像５０３の動物体領域内についての画素
値ヒストグラムを作成し、前述の方法と同じようにして高露光画像中の動物体領域５０４
に存在する白とび領域の大きさを判定する。この時、白とび領域の大きさが予め定められ
た閾値よりも小さい場合には、高露光画像上の動物体領域は白とびが無くノイズも少ない
と判定できる。したがって、このような場合には高露光画像を基準画像として、低露光画
像を幾何変形すれば良いことになる。これにより、合成時に置き換えを行う領域について
は幾何変形による画質の劣化が生じないため、より良好な広ダイナミックレンジ画像を取
得することが可能となる。それに対して、高露光画像における動物体領域内の白とび領域
の大きさが閾値以上の場合には、テクスチャが存在している低露光画像上の動物体領域５
０２で置き換えを行うため低露光画像５０１が基準画像となる。
【００３０】
　さらに、動物体領域の白とびの状態だけでなく、動きぼけの大きさから基準画像を選ぶ
方法もある。高露光画像は低露光画像よりも露光時間が長いため、相対的に動物体に生じ
る動きぼけも大きくなる。そのため、高露光画像上での動物体領域に白とびが生じていな
くても動きぼけが大きければ、置き換えた領域だけがぼけているという違和感のある広ダ
イナミックレンジ画像が生成されてしまう。そこで、動物体領域５０４についての分散値
等を算出したり、後述の画像間の動きベクトルの大きさや画像変形量の値を判定すること
で高露出画像でどのような動きぼけが生じているのかを判定する。そして、例えば動きぼ
けの量が予め定められた閾値よりも大きい場合には、動きぼけが相対的に小さい低露光画
像の動物体領域５０２を置き換えに用いるようにする。つまり、低露光画像５０１を基準
画像として、高露光画像５０３をそれに合わせるように幾何変形させることで合成後の画
像中における動物体の動きぼけを低減することが出来る。
【００３１】
　以上のように、動物体領域の状態に応じて基準画像を切り替えることにより、良好な広
ダイナミックレンジ画像を生成することが可能となる。
【００３２】
　さらに、動きぼけについては動物体領域に限らず撮像装置の動きに伴って生じる画面全
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体の動きぼけについても同様のことが言える。図６に撮像装置に動きが生じている場合の
合成用画像の概要図を示す。図６の６０１に示す低露光画像は露出時間が短いため動きぼ
けは小さい。それに対して、６０２に示す高露光画像は低露光画像６０１と比較して露光
時間が長いため、画面全体に撮像装置の動きに沿った方向に動きぼけが生じてしまう。
【００３３】
　このような画面全体の動きぼけについては、高露光画像と比較して動きぼけが小さい低
露光画像を基準画像として高露光画像を幾何変形した方が合成後の画像の画質の劣化を抑
えること出来る。また、撮像装置の動きに起因する画面全体の動きぼけの判定方法として
は、後述する合成用画像間の画像変形量や動きベクトルの大きさから判定しても良いし、
撮像装置に搭載されているジャイロセンサ等から得られる動き情報を利用しても良い。
【００３４】
　また、画像幾何変形の基準画像を決定する他の方法としては、注目被写体の状態に応じ
て決定する方法がある。本実施形態では注目被写体の一つの例として人物の顔を撮影した
場合について説明する。図７の７０２および７０５に示す人物の顔に代表される撮影者が
特に注目して撮影した被写体については、画像中の他の領域よりも広ダイナミックレンジ
画像上での画質の劣化を抑えなければならない。つまり、顔領域については幾何変形を施
さないように基準画像を決定する必要がある。そのためには、まず合成用の高露光画像７
０４と低露光画像７０１の双方について画像中に存在する人物の顔領域を検出する。顔領
域の検出方法については、顔を優先したＡＦを行うために撮像装置に搭載されている顔認
識機能から顔領域の情報を取得したり、テンプレートマッチングで抽出したり、ユーザー
がライブビュー画像を見て直接指定するなど、どのような方法でも良い。そして、検出さ
れた顔領域７０３および７０６について前述の方法と同様にして、どちらの画像を基準画
像とするべきかの判定を行えば良い。つまり、顔領域内の白とびや黒つぶれ領域の大きさ
、動きぼけの大きさ、および顔領域の移動量等を用いて基準画像の判定を行う。これによ
り、撮影者の注目被写体を優先して画像幾何変形による画質の劣化を抑えた広ダイナミッ
クレンジ画像を生成することが可能となる。また、ここで述べた人物の顔というのは注目
被写体の一例であり、他にもペットや車両などの特定の物体や、画像の中央付近といった
画像中の特定の領域等、撮影者がメインに据えたいと考えている被写体であれば全て同様
に扱うことができる。
【００３５】
　ここまで述べてきた基準画像の決定処理は動画像の撮影中に行われる。そのため、撮影
中に基準画像が切り替わる場合には連続して入力される画像シーケンスに対して切り替え
処理を行わなければならない。ここで、基準画像を切り替える方法について説明する。図
８は入力される画像シーケンスに対する広ダイナミックレンジ画像合成の方法と基準画像
切り替えの概要図である。動画撮影時の広ダイナミックレンジ画像生成では、時間軸に沿
って低露光画像Ｌ８０１と高露光画像Ｈ８０２が交互に入力され、連続する低露光画像Ｌ
と高露光画像Ｈを１つの組として広ダイナミックレンジ画像Ｃ８０３を生成する。このと
き、一方の画像を基準画像とすると、それに合わせ込むようにもう一方の画像を幾何変形
して合成を行うことになるため、生成された広ダイナミックレンジ画像は基準画像と同じ
時点のシーンとなる。つまり、図８では期間８０４ではＬを基準画像としてＨをＬに合わ
せ込むように幾何変形しているので、生成される広ダイナミックレンジ画像は低露光画像
Ｌの時点と同じシーンとなり、入力画像に対しては１フレームおきの動画像として出力さ
れる。それに対して期間８０５ではＨが基準画像となっているために生成される広ダイナ
ミックレンジ画像はＨの時点のシーンとなり、同じように入力画像に対しては１フレーム
おきの動画像として出力される。
【００３６】
　しかしながら、基準画像の決定処理により基準画像がＬからＨに切り替わる期間８０６
においては、広ダイナミックレンジ画像がこの瞬間だけ入力画像に対して２フレーム分の
間が空いてしまうことになる。その結果として動きに不連続が生じた不自然な画像が出力
されてしまうことになる。また、図８とは逆に基準画像をＨからＬに切り替える場合につ
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いては、切り替わりの瞬間には入力画像に対して隙間なく連続したフレームが出力される
ことになるため、同様に広ダイナミックレンジ画像に不連続な動きが生じる。
【００３７】
　このような問題を解決するために、本実施形態では低露光画像Ｌと高露光画像Ｈの撮影
順序の入れ替えを行う。図９にその概要図を示す。図９の９０１に示すように、基準画像
を切り替えるのと同時に低露光画像Ｌと高露光画像Ｈの撮影順序を入れ替えることで、常
に入力画像に対して１フレームおきの広ダイナミックレンジ画像を生成することが可能と
なる。図９は一例として基準画像を低露光画像Ｌから高露光画像Ｈに切り替える場合につ
いて示している。しかし、高露光画像Ｈから低露光画像Ｌに切り替える場合についても同
様に撮影順序を入れ替えることで広ダイナミックレンジ画像を常に１フレームおきの動画
像として出力することが可能である。以上の動作は、基準画像決定回路１０７からの基準
画像情報を受け取った撮影条件制御回路１０５が、光学系１０１や撮像素子１０２を制御
することによって実行される。
【００３８】
　本実施形態では入力画像を解析して基準画像を決定する方法について述べたが、特にこ
れに制限されるものではなく、ユーザーが手動でどちらの画像を基準画像とするかを選択
しても問題は無い。しかしながら、上述の方法により基準画像が数フレーム毎に頻繁に切
り替わるような判定がなされると、生成される広ダイナミックレンジ画像の画質が頻繁に
変化することになり、逆に不自然な画像となる可能性がある。そこで、基準画像が頻繁に
切り替わることを防ぐために、前回の切り替わりから一定フレームだけ間隔が空くまでは
切り替えを行わないようにしたり、置き換えるべき領域に対して重み付け処理を施して徐
々に切り替えていくといった処理が必要となる。
【００３９】
　以上のようにして、本ステップでは広ダイナミックレンジ画像生成時にどちらの画像を
基準画像として位置合わせのための幾何変換処理を行うかを決定する。そして、決定され
た基準画像情報は画像変形回路１１０に伝送される。
【００４０】
　図２のステップＳ２０３では、合成に用いる画像の位置合わせを行うために必要となる
画像間の位置ずれ量を算出する。
【００４１】
　合成用画像の撮像中に撮像装置に動きが生じていた場合、各合成用画像間には微小な位
置ずれが生じている。その位置ずれのために、そのままの状態で画像合成を行うと合成結
果である広ダイナミックレンジ画像において撮像シーンにぶれが生じたような画像となっ
てしまう。そこで、画像合成を行う前に各合成用画像間の位置ずれ量を検出し、そのずれ
量を打ち消すように画像に幾何変形処理を施して位置合わせを行う必要がある。
【００４２】
　動きベクトル算出回路１０８において合成用画像間の動きベクトルを求める。動きベク
トルの検出は一般に、２つの画像間における注目画素及びその近傍領域のテクスチャ情報
の相関関係に基づいて算出される。注目画素の配置は画像全体を覆うように等間隔に配置
しても良いし、テクスチャのエッジやコーナー等の特徴点を抽出して注目画素としても良
い。しかしながら、合成用画像はお互いに異なる露光量で撮像されているため、そのまま
の状態では画像全体の明るさに差があり、同じ領域でも相関が低いと判定されてしまう。
そこで、動きベクトルの検出を行う前に各合成用画像の画素値のレベルを合わせておく必
要がある。画素値のレベル合わせの方法としては、画像撮像時の撮像パラメータを用いて
ゲイン調整を行う方法や全画素に対して正規化処理を施す方法等があるが特にこれらの方
法に限られるものではない。また、動きベクトルの検出には、テンプレートマッチング法
、勾配法等の一般的な検出方法を用いれば良いが、その方法に制限は無い。
【００４３】
　画像変形量算出回路１０９では、動きベクトル検出回路１０８で算出された動きベクト
ル群を用いて合成用画像間の位置ずれ量を画像変形量として算出する。本実施形態では、
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画像変形量のモデルとして平面射影モデルを使用して位置合わせのための画像変形量を算
出する場合について説明する。ここで、位置合わせを行う２枚の画像の中で第１の画像上
に存在するある点ａ、
　　ａ＝[ｘ，ｙ，１]T　　　　　　…（１）
が第２の画像において点ａ’、
　　ａ’＝[ｘ’，ｙ’，１]T　　　…（２）
へ移動したとすると、点ａと点ａ’の対応関係は平面射影行列Ｈを用いることにより、
　　ａ’＝Ｈａ　　　　　　　　　　　　　　　…（３）
と表すことが出来る。ここで、式（１）及び式（２）のＴは行列の転置を表している。そ
して、式（３）の平面射影行列Ｈは画像間の並進、回転、変倍、せん断、あおりの変化量
を示す行列式であり、以下の式により表すことが出来る。
【００４４】
【数１】

【００４５】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
また、点ａおよびａ’、平面射影行列Ｈは斉次座標を用いて表している。このことは以下
でも同様である。
【００４６】
　平面射影行列Ｈの各要素は、動きベクトル検出回路１０８で算出された動きベクトル群
、つまり合成用画像間における注目点の対応関係を用いて、最小二乗法のような統計的処
理等を適用することにより算出することが出来る。このようにして求められた平面射影行
列Ｈは画像間の位置ずれ量を表すものであるから、位置ずれを補正するためには、位置ず
れを打ち消す画像変形量にＨを変換する必要がある。つまり、平面射影行列Ｈの逆行列を
Ｋとすると、
　　ａ＝Ｋａ’　　　　　　　　　　　　　　　…（５）
となる。上式により、位置ずれが生じた後の特徴点ａ’を位置ずれが生じる前の特徴点ａ
と同じ座標に戻すことが可能となる。本実施形態では、このＫを位置合わせパラメータと
呼ぶものとする。
【００４７】
　ここで、本実施形態においては、位置ずれを表す画像変形量として平面射影行列を使用
しているが、実際にはこれに限ったものではない。例えば、画像間に生じている位置ずれ
の種類に応じて、ヘルマート行列やアフィン変換行列等といった他の画像変形量を使用し
ても良い。
【００４８】
　以上のようにして、本ステップでは広ダイナミックレンジ画像の生成に用いる画像間の
位置合わせを行うための位置合わせパラメータを算出する。そして、算出された位置合わ
せパラメータは画像変形量回路１０９に伝送される。
【００４９】
　ステップＳ２０４では、上述の位置合わせパラメータを用いて画像上の全画素に対して
画像幾何変形処理を施すことにより位置ずれの補正を行う。位置ずれの補正には基準画像
決定回路１０７において決定された基準画像情報を基にして画像の幾何変形を行う。例え
ば、基準画像が低露光画像であった場合には高露光画像に対して位置合わせパラメータを
用いた幾何変換を行うことになる。この際、位置合わせパラメータが高露光画像に対する
低露光画像の位置ずれ量を表している場合には、位置合わせパラメータをそのまま使うこ
とはできない。このような場合には、予め位置合わせパラメータである平面射影行列の逆
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行列を算出することで、位置合わせパラメータを低露光画像を基準とした高露光画像の位
置ずれ量に変換することで基準画像情報に合わせた画像幾何変形を行うことができる。以
上のようにして位置ずれの補正された合成用画像は画像合成回路１１１へ伝送される。
【００５０】
　ステップＳ２０５では、画像変形回路１１０で位置ずれが補正された合成用画像を用い
て広ダイナミックレンジ画像生成のための画像合成を行う。
【００５１】
　図１０に画像合成による広ダイナミックレンジ画像生成の一例を示す。図１０は、横軸
が画像合成回路１１１に入力される合成用画像の画素値を光強度に換算した値を、縦軸は
合成により生成される広ダイナミックレンジ画像の出力画素値を示しており、画像合成回
路１１１に対する画素値の入出力特性を表すグラフとなっている。また、図１０の１００
１は高露光画像の入出力特性を、１００２は低露光画像の入出力特性を表している。ここ
で、光強度とは撮像素子に入射した光の強さを表しており、例えば露光時間を長くすれば
弱い光でも長時間蓄積することが可能となり高い画素値として出力することが出来る。
【００５２】
　図１０の高露光画像の入出力特性１００１において、画像上で白とびとみなすことの出
来る光強度の閾値を１００３の値とすると、それよりも大きな値については白とびでテク
スチャが失われてしまった領域となる。それに対して露光時間の短い低露光画像では、強
い光でも蓄積量が飽和する前に撮影が終了するため、高露光画像で白とびしてしまう領域
についてもディテールを損なうことなく記録することが出来る。従って、閾値１００３よ
りも大きな光強度の領域については低露光画像の値に置き換えることにより白とびを改善
することが可能となる。
【００５３】
　このとき、高露光画像と低露光画像では入出力特性の違いにより同じ光強度でも出力画
素値が異なるため、そのままでは合成画像の入出力特性は不連続になってしまう。そこで
、低露光画像の入出力特性１００２が１００４のように１００１と連続した値となるよう
に、入出力特性１００２にゲインアップを施すことが必要となる。このときのゲインアッ
プの値は、２枚の合成用画像の露光時間の比から求めることが出来る。例えば、低露光画
像と高露光画像の露光時間の比が１：２であるとすると、高露光画像の低露光画像に対す
るの光強度の比は２倍となる。従って、低露光画像の入出力特性１００２に対して２倍の
ゲインアップを行うことで、１００１と合成可能な新たな入出力特性１００４を得ること
が出来る。
【００５４】
　しかしながら、上述の方法では白とび判定の閾値１００３を境に高露光画像と低露光画
像を単純に切り替えているだけなのでゲインアップの誤差の影響などにより切り替わりが
滑らかに行われず、擬似的な輪郭が発生する可能性がある。これを防ぐための一つの方法
として、ある合成比率に応じて高露光画像と低露光画像の画素値の調合を行うものがある
。図１０において、低露光画像の入出力特性１００２における閾値１００３以下の部分を
ゲインアップした１００５と、高露光画像の入出力特性１００１について重み付け加算処
理を施す。このとき、閾値１００３に近いほど１００５の重みを大きくし、１００３から
離れるにしたがって１００１の重みを大きくすることで、１００１と１００４に多少のず
れが生じていた場合でも擬似輪郭が生じない良好な広ダイナミックレンジ画像を生成する
ことが可能となる。本実施形態においては白とび改善のための広ダイナミックレンジ画像
生成の方法について説明したが、黒つぶれの改善された広ダイナミックレンジ画像につい
ても同様の方法で生成することが可能である。さらに、動物体や注目被写体の領域につい
てはステップＳ２０２での基準画像の判定結果に基づいて同一領域内の画素の全てをどち
らか一方の画像の画素を用いて置き換えを行えば良い。
【００５５】
　ステップＳ２０６では、画像合成回路１１１により生成された広ダイナミックレンジ画
像を不図示の表示装置又は記憶装置に出力する。ここで、生成された広ダイナミックレン
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ジ画像は通常の画像よりもダイナミックレンジが拡大されているため、そのままでは表示
装置への出力が出来ない場合がある。そのような場合には、広ダイナミックレンジ画像に
対してトーンマッピング処理を施すことによって、例えば８ｂｉｔ等の一般的なダイナミ
ックレンジに変換すれば良い。
【００５６】
　以上説明したように、広ダイナミック画像の生成において合成用画像の位置合わせを行
う際に、合成時に置き換えを行う領域の多い方の画像を基準画像として、それに合わせ込
むようにもう一方の画像に対して幾何変形処理を施す。これにより、画像幾何変形による
画質の劣化が抑えられた良好な広ダイナミックレンジ画像を生成することが可能となる。
【００５７】
　（第２の実施形態）
　図１１に、本発明の第２の実施形態に係わる撮像装置の構成を示す。本実施形態では、
広ダイナミックレンジ画像生成に加えて防振処理を考慮に入れた基準画像の決定を行う。
図１１において、図１に示した構成要素と共通するものについては、図１と同符号を付す
。本実施形態の撮像装置は、図１に示した構成に加えて、ぶれ補正量算出回路１１０１を
有する。また、本実施形態における処理のフローチャートを図１２に示す。本実施形態で
は、図１２において第１の実施形態と異なる処理を行う部分についてのみ説明する。
【００５８】
　ステップＳ１２０１は図２におけるＳ２０１と同じであり、ステップＳ１２０２では入
力された画像を画像解析回路１０６において解析することで広ダイナミックレンジ画像生
成に加えて防振処理も考慮に入れた基準画像の決定を行う。
【００５９】
　ここではまず防振の基準画像について説明する。図１３に、広ダイナミックレンジ生成
のために低露光画像Ｌと高露光画像Ｈを交互に撮影した場合の概要図を示す。図１３の矢
印１３０１は広ダイナミックレンジ画像生成において低露光画像を基準画像として、それ
に対して高露光画像を幾何変形して合わせ込むことを表している。このような合成処理に
より生成される広ダイナミックレンジ画像Ｃ１３０２は常に低露光画像と同じ時点の画像
となる。つまり、結果として出力される広ダイナミックレンジ画像は、低露光画像と同じ
動きをしていることになる。
【００６０】
　また、防振処理とは手ぶれなどに起因する撮像装置の動きによって生じるフレーム画像
間の位置ずれ量を検出し、そのずれを打ち消すように画像間の位置合わせを行うというも
のである。したがって図１３の場合には、出力されてくる広ダイナミックレンジ画像が低
露光画像と同じ動きをしているので、図１３の矢印１３０３に示すように低露光画像間で
の位置ずれ量をぶれ量として算出する必要がある。このとき、例えば高露光画像間で位置
ずれ量を算出してぶれ補正を行うと、実際に出力されている広ダイナミックレンジ画像間
の動きとは時間的に１フレーム分だけずれた時点でのぶれ量を用いて防振処理を行うこと
になるため正しくぶれを補正することができない。つまり、防振処理における基準画像と
は合成用画像の低露光画像間でのぶれ量を算出するのか、高露光画像間のぶれ量を算出す
るのかのどちらを選択するのかを意味することになる。
【００６１】
　以上より、本実施形態における基準画像の決定には２種類の方法があるといえる。一つ
目は広ダイナミックレンジ画像の画質を向上させるための基準画像を決定してから防振処
理の基準画像をそれに合わせる方法であり、２つ目は防振処理の基準画像を決定してから
広ダイナミックレンジ画像生成の基準画像をそれに合わせる方法である。これらの２つの
方法は広ダイナミックレンジ画像の画質を優先するか、それとも防振の精度を優先するか
によって決定される。
【００６２】
　本実施形態では、入力画像を解析することによって上記のどちらの方法を用いるかを判
定する。広ダイナミックレンジ画像生成と防振処理のどちらを優先して基準画像を決定す
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るかを判定する方法の一つの例として画像間のぶれ量を用いる方法がある。画像間のぶれ
量を知る方法としては動きベクトル検出回路１０８にて検出された動きベクトルの大きさ
や画像変形量算出回路１０９にて算出された画像変形量の値を用いる。もし、これらの値
が予め定められた閾値以上の大きさであれば入力画像には大きなぶれが生じていると判定
する。そして、大きなぶれが発生しているのであれば、広ダイナミックレンジ画像の画質
が向上するように基準画像を決定したとしても、ぶれの動きによる画質の劣化の方が顕著
になるため画質の向上を視認することは困難である。したがって、初めに防振処理を良好
に行うことの出来る基準画像を選択し、広ダイナミックレンジ画像生成の基準画像をそれ
に合わせるようにした方が出力される画像の最終的な画質を向上させることが出来る。そ
して、ぶれが大きい場合には画像上に生じる露光時間に起因する動きぼけも大きくなるの
で、相対的に動きぼけの小さい低露光画像を基準画像とすることで高露光画像よりも正確
なぶれ量を求めることができる。さらに防振処理を優先して基準画像が低露光画像に決定
されたのであれば、広ダイナミックレンジ画像生成もそれに合わせて低露光画像を基準と
して画像の幾何変形を行うことになる。
【００６３】
　それに対して、フレーム画像間のぶれ量が小さい場合にはどちらを優先して基準画像を
決定しても良い。例えば、防振処理を優先する場合には、高露光画像は低露光画像と比較
してノイズが少ないため、動きぼけが少ないシーンであれば低露光画像よりも高精度にぶ
れ量を算出することが出来る。しかしながら、白とび領域についてはテクスチャが失われ
ているため動きベクトルを検出することが出来ない。そのため、高露光画像中に白とび領
域が多い場合には正しく検出できる動きベクトルの数が少なくなるため正しくぶれ量を求
められない可能性がある。そこで、例えば第１の実施形態の図４で述べたように、高露光
画像の画素値ヒストグラムを用いて白とび量を判定し、その量が予め定められた閾値以上
であれば高露光画像では正しくぶれ量を求められないと判定して低露光画像を基準画像と
して決定する。逆に広ダイナミックレンジ画像生成を優先させる場合には、第１の実施形
態のステップＳ２０２において述べた方法を用いて基準画像を決定すれば良い。本実施形
態では、動きベクトルや画像変形量の大きさを用いてぶれの大きさを判定したが、例えば
動きベクトルの時間的変化からぶれの周波数を算出して判定を行っても良く、その方法に
制限は無い。
【００６４】
　基準画像を決定する他の方法としては、低露光画像と高露光画像の露光差を判定に用い
る方法がある。広ダイナミックレンジ画像の合成に用いる画像の露光差を大きくすると、
より広いダイナミックレンジの画像を合成することが出来る。しかしながら、露光差が大
きくなると低露光画像の黒つぶれ領域、もしくは高露光画像の白とび領域が大きくなり、
合成時に置き換えなければならない画素の数も多くなるため、適切に基準画像を選択しな
いと幾何変換による画質の劣化が目立つことになる。このような場合には、防振処理を優
先させるよりも合成時に置き換える領域の大きい方を基準画像として広ダイナミックレン
ジ画像を生成した方が最終的に出力される画像の画質を向上させることが出来る。したが
って、合成用画像の露光差が大きい場合には広ダイナミックレンジ画像生成を優先して基
準画像を決定すれば良い。画像間の露光差は例えば画像の撮影時にカメラパラメータを取
得することによって知ることができるが、どのような方法を用いても良い。
【００６５】
　以上のようにして、本ステップでは広ダイナミックレンジ画像生成と防振処理のどちら
を優先するかを判定し、基準画像決定回路１０７では、それに応じて幾何変形処理を行う
際の基準画像を決定する。そして、決定された基準画像情報は画像変形回路１１０に伝送
される。
【００６６】
　ステップＳ１２０３では、広ダイナミックレンジ画像生成のために低露出画像と高露出
画像の位置ずれ量を算出することに加えて、防振処理の基準画像間での位置ずれ量をぶれ
量として算出する。例えば、防振処理の基準画像が低露光画像であれば、隣り合う低露光
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出回路１１０１へ伝送される。
【００６７】
　ステップＳ１２０４では、ぶれ補正量算出回路１１０１において、画像変形量算出回路
１０９で算出されたぶれ量を用いて防振処理のためのぶれ補正量を算出する。画像間のぶ
れを補正するためには現在の画像を時間的に一つ前の画像にぶれの動きを打ち消すように
合わせ込むということなので変形量算出回路から得られた画像変形量がそのままぶれ補正
量となる。ただし、前の画像に完全に一致させるように画像変形を行うと、歩行時に生じ
るような大きなぶれやカメラワークのような意図的な撮像装置の動きに対応することが出
来ない。このような場合には、画像変形量に対してＩＩＲフィルタのような時系列フィル
タを適用することで手ぶれを補正しつつもカメラワークのような大きな動きに対しては滑
らかに追従するようなぶれ補正を行うことが可能となる。
【００６８】
　ステップＳ１２０５では、画像変形回路１１０において広ダイナミックレンジ画像合成
のための画像変形と防振処理のための画像変形を同時に行う。例えば、基準画像が低露光
画像であるとする。このとき、ぶれ補正量としては低露光画像間の画像変形量のみである
ため、まず先に広ダイナミックレンジ画像生成用に高露光画像を低露光画像に合わせるよ
うに画像変形を行う。これにより高露光画像は低露光画像と同じ形となるので双方の画像
に対して低露光画像を基準としたぶれ補正用の画像変形を施すことが出来る。以上のよう
にして広ダイナミックレンジ画像生成および防振処理の両方の画像変形が施された画像は
、画像合成回路１１１へと伝送される。Ｓ１２０６およびＳ１２０７はそれぞれ図２のス
テップＳ２０６およびＳ２０７と同じである。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態では広ダイナミックレンジ画像生成と防振処理のどち
らの精度を優先して基準画像を決定するべきかを判定する。これにより、ぶれが生じてい
る画像に対して最終的に最も高画質な画像を取得出来るように広ダイナミックレンジ画像
生成と防振処理を行うことが可能となる。
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